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(案) 

第３章 重点施策 
 
 基本的な目標を実現するために、川崎市が特に重点的に推進すべきだと考える重点施策

を３つ提示します。重点施策は、基本的な目標を具体的に実現するための方策について、

分野別に大きな方向性を示すものです。この重点施策の方向性に沿って１０年間の間に、

具体的な施策体系の再構築をしていきます。 
 第４章に記述される予定の施策体系は、教育委員会の実施している施策を網羅するもの

ですが、この章の重点施策については、今後１０年間の川崎市の教育行政において、特に

何を改革していくのかを市民の方々にわかりやすく伝えるために位置づけたものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

改 

 

革 

施策体系（第４章） 重点施策（第３章）基本的な目標（第２章） 

各学校の取り組みを行政区単位で機動的に支援し、特色ある学校づくりを推進することでいきいきとした教育を実現 

ハード・ソフト両面で行政区単位のネットワークを構築し、学校教育・社会教育が一体となり、地域教育力を向上へ 

目標の実現 

 

社会教育改革 

重点施策 

学校教育改革 

重点施策 

教育行政改革 

重点施策 

 
 
 
 
 
 

個々の施策 

地域のネットワークを効果的

に支援して、地域教育力の向

上へつなげていくこと 

多様化する価値観のなかで、

個々の子どもたちが生き生き

と輝く教育を提供すること 


